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ポートアイランド地区テレビ加入契約約款 

 

株式会社ジェイコムウエスト 

 

第１章 総則 

第１条（約款の運用） 

株式会社ジェイコムウエスト（以下「当社」という）は、ポートアイランド地区内で当社が運営する一般放送事

業のうち、地上デジタル放送および BS デジタル放送の再放送（以下「CATV」という。）のサービスを受ける

者（以下「加入者」という。）との間に、つぎの契約（以下「加入契約」という）を締結します。 

２． 多チャンネルケーブルテレビサービスについては、別に定める「J:COM TV サービス加入契約約款」による

ものとします。 

 

第２条（約款の変更） 

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款 に

よります。 

２ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

３ 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、 

当該変更の内容（放送法（昭和 25 年法律第 132 号）又は電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）

の適用がある場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26 条第 1 項における提供条件の概

要 を含みます。）につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、

事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示に より、当

該変更内容を通知または周知することがあります。 

 

第３条（サービス業務の内容） 

当社は、CATV のサービスを提供できる区域（以下「業務区域」という。）において、放送法に基づき、別表

に掲げるテレビジョン放送及び FM 放送を受信し、有線により、そのすべての放送番組に変更を加えない

で、同時に再放送する業務を行います。 

 

第４条（業務区域） 

本約款が定めるCATVの業務区域については、ポートアイランド地区とします。 

 

第２章 

第５条（加入契約の単位） 

加入契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。 

 

第６条（加入契約の成立） 

加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し当社の指定する方法により所要事項を当社に通知する

ことを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。 

２． 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとしま

す。 

（１）当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合 

（２）加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行

を怠る恐れがあると認められる場合 

（３）加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印、識別のための番

号および符号情報等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合 

（４）加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合 

（５）加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合 

（６）料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合 

（７）加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合 

（８）その他、当社の業務に著しい支障がある場合 
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（９）この約款および別に定める規定等に特段の定めがある場合 

３． 当社は、本人性および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。 

 

第７条（加入申込みの撤回等） 

加入申込者は、加入申込みの日から起算して８日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回ま

たは当該契約の解除を行うことができます。 

２． 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 

３． 第１項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、実際に支払った工事費および新規加入手

数料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申

込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣

旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 

４． 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には

申込者はその工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。  

５． 第１項の規定にかかわらず加入契約の申込み後、引込工事、宅内工事等が未着工または未完了の状態

であるときは、申込者は申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。この場合は、当社は

申込者に対し、いかなる費用の負担も求めません。 

 

第８条（解約） 

加入者は解約の場合、第１１条（料金の適用）の規定による利用料を含む全ての料金（解約月の月額利用

料も含む）を当該解約の日の属する月までに精算するものとします。 

２． 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、機器等を撤去し、加入者は、撤去費用実費を負担します。

ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、

加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。 

３． 加入者は本条に定める解約、および第９条（停止および解除）に定める解除の場合、直ちに機器等を当社

に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求しま

す。 

 

第９条（停止および解除） 

当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、ま

たはこの約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、加入者に催告し

た上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合

は第８条の規定に準じて取り扱います。 

２． 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの提

供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。 

３． 当社は、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更

を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあり

ます。この場合には、当社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。 

４． 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている加入者については、集合住宅契約

が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、そのことを事前に

加入者に通知するものとします。 

 

第３章 サービス 

第１０条（当社が提供する放送サービス） 

当社は加入者に対しそのサービス区域内で、次の放送サービスの提供を行います。 

（１）地上デジタル再送信コース 

別表の「地上デジタル再送信コース」に掲げる地上デジタル放送およびＦＭ放送。 

（２）地上デジタル＋BSデジタルコース（ポートアイランド特別設定コース） 

別表の「地上デジタル＋BS デジタルコース（ポートアイランド特別設定コース）」に掲げる地上デジタ

ル放送、FM放送およびBSデジタル放送。 
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第４章 料金等 

第１１条（料金の適用） 

当社が提供するサービスの料金は、利用料、付帯サービスに関する料金、工事費等とし、下記の料金表

に定めるところによります。 

 

 

料金表 

１．利用料（税込） 

（１）地上デジタル再送信コース 

区分 支払コース 金額 

神戸市営住宅 

年払い 3,288円（税込 3,616円） 

半年払い 1,644円（税込 1,808円） 

毎月払い 274円（税込  301円） 

上記以外の住宅 

年払い 7,692円（税込 8,461円） 

半年払い 3,846円（税込 4,230円） 

毎月払い 641円（税込  705円） 

（２）地上デジタル＋BSデジタルコース 

（ポートアイランド特別設定コース）    

(現契約者のみ) 

毎月払い 135円（税込  148円） 

２台目以降の機器利用料 毎月払い 135円（税込  148円） 

２．工事費（税込） 

引込・宅内工事費  

戸建 実費 ※注 

集合住宅 実費 ※注 

局内工事費 実費 ※注 

その他の工事費 実費 ※注 

故障点検 ・補修費 実費 ※注 

設定費 3,000円（税込 3,300円） 

損害金（不課税） 

※機器等の紛失および修理不能

による場合にも適用します。 

500円/STB（追加の STBを含む）1台毎  

1,300円/STB（追加の STBを含む）専用リモコン 

※リモコンのみ未返却の場合、1個毎 

３．手続きに関する料金（税込） 

B-CASカード再発行手数料 税込 2,160円 

延滞手数料 600円（税込 660円） 

取扱説明書 再送手数料 実費 

（注）実費は、使用する機器の代金も含め、当社が別途見積りいたします。 

 

２． 各コースの起算日は、サービスの提供を受け始めた日の翌日となります。 

３． 当社が、第１０条（当社が提供する放送サービス）に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービ

スの全てにつき、月のうち継続して 10日間以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無料としま

す。ただし、天災地変その他当社の責に帰すことのできない事由による場合および第９条（停止および解

除）の規定による場合は、この限りではありません。 

４． 日本放送協会（NHK）の定めによるテレビジョン受信料（衛星放送受信料を含みます）は、当社が設定した

利用料には含まれておりません。 

 

第１２条（料金の支払方法） 

加入者は、料金について、支払日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

２． 加入者は、当社所定の申込書に記入の上、金融機関の加入者の口座からの自動振替またはクレジットカ

ードによる決済手段を用いて、支払っていただきます。 
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３． クレジットカードによる場合、当社が有する加入者に対する債権を、クレジットカード会社等に譲渡すること

について、加入者は同意したものとみなします。料金は当該クレジットカード会社の会員規約において定

められた振替日に指定の口座から引落とされることとなります。 

４． 第２項および第３項にかかわらず、当社が特に定める場合には、加入者は、指定する金融機関等、または

当社のサービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。 

５． 加入者は、契約の申込を行う場合に、サービスの提供開始に先立って、契約に基づき支払うべき額の一部

を、前もってお支払いいただく場合があります。なお、お支払いいただいた金額は、解約に伴い一切の料

金その他の債務を精算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還いたしません。 

６． 料金の過払いもしくは不足が生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当もしくは加算します。 

７． 当社は、毎月 1日から末日までを 1 ヶ月間として料金の計算を行います。また、特段の定めがある場合を

除き、日割り計算を行いません。 

８． 当社は、前項の方法で計算した利用料（月額）を、原則、当該月内に請求するものとします。 

 

第１３条（利用料の精算） 

加入契約が解約になった場合において、解約月の翌月分以降の利用料がすでに支払われているときには、

これを返済します。ただし、返済する額は、次に掲げる計算式により算出された額とします。 

解約日の属する月の翌月から起算した既納の使用料の額に相当する残月数 

返済額＝既納額 × ─────────────────────────────── 

既納の使用料の額に相当する月数 

２． 第１１条第３項の規定を適用する場合において、当該使用料がすでに納入されているときは、これを返済

します。ただし、返済する額は、次に掲げる計算式により算出された額とします。 

再送信業務を行うことのできなかった月数 

返済額＝既納額 × ───────────────────── 

既納の使用料の額に相当する月数 

３． 上記計算式により算出された額の円未満は切り捨てます。 

 

第１４条（債権譲渡） 

加入者は、当社が有する、加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め

承諾していただきます。 

 

第１５条（端数処理） 

当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して

計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。 

２． 料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。 

３． 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。 

 

第１６条（延滞処理） 

加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とをあわせてお

支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合（当社が支払を確認できない場

合も含みます。）には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。 

２． 前項の延滞処理にもかかわらず、加入者は、料金その他の債務（延滞手数料は除きます。）について、支

払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数につい

て、年14.5％の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。 

３． 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を重複して加算することはありません。 

 

第５章 施設等 

第１７条（施設の設置および費用の負担等） 

当社は、放送センターから受信機までの施設（以下「本施設」という）のうち、放送センターから保安器まで

の施設（以下「当社施設」という）の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、加入

者は加入者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金（以下「引込工事費」という）を負担す
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るものとします。 

２． 加入者は保安器の出力端子からテレビ受信機（当社の機器等を除く）までの施設（以下「加入者施設」とい

う）の設置工事に要する費用（以下「宅内工事費」という）を負担し、これを所有するものとします。 

３． 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者については別途協議するものと

します。 

４． 当社がこの約款に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定

する業者が行うものとします。 

 

第１８条（設置場所の変更等） 

加入者は、次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更できるものとします。 

（１）変更先が同一敷地内の場合 

（２）変更先が第４条（業務区域）で定める地区内であり、技術的に可能な場合 

２． 加入者は、前項の規定により引込線および機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書

式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社または当社の指定する業者が行うもの

とします。 

３． 加入者は、第１７条（施設の設置および費用の負担等）の規定にかかわらず設置場所移転に要する全て

の費用を負担するものとします。 

 

第１９条（施設の設置場所の無償使用等） 

加入者は、当社または当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者の所有

または占用する敷地、家屋、構築物等への出入りについて、便宜を供与するものとします。 

２． 加入者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得てお

くものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、加入者は責任をもって解決するものとしま

す。 

 

第２０条（STBの貸与） 

当社は、地上デジタル＋BSデジタルコース（ポートアイランド特別設定コース）の加入者にＳＴＢを貸与しま

す。 

２． 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。 

３． 加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛

失および修理不能による場合は、第８条（解約）で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当

社に支払うものとします。 

４． 加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協

力するものとします。 

５． 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、および設置する設備に必要な電気は加入者から提供してい

ただきます。 

 

第２１条（維持管理責任の範囲） 

当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社

のサービスの、全部または一部が停止することがあることを承認するものとします。 

２． 加入者の維持管理責任の範囲は、加入者施設とします。 

 

第２２条（施設の故障等に伴う費用負担） 

当社は、加入者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを

調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、加入者は、その修復に

要する費用（修復を伴わない場合は派遣に要した費用）の額に消費税相当額を加算した額を負担するもの

とします。 

２． 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設（当社機器等を含みます。）に故障または損傷が生じ

た場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。 
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第６章 損害賠償 

第２３条（放送内容の変更） 

当社は、放送内容を変更することがあります。なお、変更によっておこる損害の賠償には応じません。 

 

第２４条（免責事項） 

当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。 

（１）天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合 

（２）当社の責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状（画像の劣化、

ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。）が発生した場合 

（３）当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合 

（４）落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された加入者施設およびテレビ受信機等

が損傷した場合 

２． 当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、およ

びサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損

害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。 

 

第７章 ICカード 

第２５条（B-CASカードの取扱い） 

STB に挿入される B-CAS カードに関する取扱いについては、加入者と株式会社ビーエス・コンディショナ

ルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 

 

第８章 雑則 

第２６条（禁止事項） 

加入者は、当社が提供するサービスを、第三者にテープ・配線等により供給することは無償・有償にかか

わらず禁止します。 

２． 加入者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。 

３． 前項に違反した場合、加入者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契

約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。 

４． 当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の、不正な機器等を

使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、当社の機器等を使用することはできません。 

５． 加入者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認め

る場合を除きます。 

 

第２７条（加入者の氏名等の変更） 

加入者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、

すみやかに届け出ていただきます。  

 

第２７条の２（加入者の地位の承継） 

相続または法人の合併により加入者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人も

しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。  

２． 前項の場合に、相続人が 2人以上あるときは、そのうち 1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出

ていただきます。これを変更したときも同様とします。  

３． 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者として扱いま

す。  

４． 第１項および第２項の届出をし、加入者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める手

数料をお支払いいただきます。 

 

第２８条(申込時所要事項の変更) 

加入者は、申込み時に通知した所要事項について変更がある場合には、当社の指定する方法によって当

社に申し出るものとします。 
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第２９条（加入者に係る情報の取扱い） 

当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情

報、視聴情報を、当社もしくは特定事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適

用又は料金の請求、アフターサービス業務、その他の当社の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲

で利用します。 

また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入者に係る情報を当社の業務を委託している者、およ

びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。 

なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーと

その関連事項に定めます。 

 

第３０条（一時休止および再開） 

当社が本約款で提供するサービスについて、一時休止等はできないものといたします。 

 

第３１条（準拠法） 

この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。 

 

第３２条（合意管轄） 

加入者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区域を管轄す

る簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第３３条（言語） 

この約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、

翻訳物は何ら効力をもたないものとします。 

 

第３４条（定めなき事項） 

この約款に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議

の上解決にあたるものとします。 

 

クレジットカード支払いに関する特約 

１． 契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、契約者が

指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。  

２． 契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社が、契約者が届

出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード以外のクレジットカ

ード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は、支払います。  

３． 契約者は、当社に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅延なく当社にその旨を連

絡します。  

４． 契約者は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したク

レジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社

の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てません。 

 

付 則 

１．この契約約款は、平成２２年４月１日から施行します。 

２．一括加入については、別途定めます。 

 

（実施期日） 

この契約約款は、平成２６年１月２３日付で改定します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。 

（経過措置） 
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この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額（地方消費税を含む）は、本約款に定めるとおりとします。 

この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成２７年２月１日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成３０年８月１日から実施します。 

（実施期日） 

この改正規定は、平成３０年８月１５日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、２０１９年１０月１日から実施します。 

（経過措置）  

この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額（地方消費税を含む）は、本約款に定めるとおりとします。

この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、２０２０年７月１日から実施します。 

 

（実施期日） 

この改正規定は、２０２１年７月１日から実施します。 
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別 表 

 
地上デジタル再送信コース 

地上デジタル＋ＢＳデジタルコース 

（ポートアイランド特別設定コース） 

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送 

NHKテレビ（神戸） NHKテレビ（神戸） 

NHK Eテレ NHK Eテレ 

サンテレビ サンテレビ 

毎日テレビ 毎日テレビ 

ABCテレビ ABCテレビ 

テレビ大阪 テレビ大阪 

関西テレビ 関西テレビ 

読売テレビ 読売テレビ 

J：COMチャンネル J：COMチャンネル 

J：COMテレビ J：COMテレビ 

F

M
放
送 

FM COCOLO FM COCOLO 

NHK-FM神戸 NHK-FM神戸 

NHK-FM大阪 NHK-FM大阪 

FM８０２ FM８０２ 

KissFM KissFM 

FM OSAKA FM OSAKA 

B

S
放
送 

- NHK BS1 

- NHK BSプレミアム 

- BS日テレ 

- BS朝日 

- BS-TBS 

- BSジャパン 

- BSフジ 

- BS11 

 


